
【注意事項】
氏名、個人番号、住所、生年月日、世帯主名、続柄、配偶者の有無、を記入しください

⑥

②

①

③
④

⑤

⑦

⑦平成19年1月2日以後生まれの
年齢16歳未満の扶養親族は、②
ではなく、こちらへ記入します

②平成19年1月1日以前生まれ
の年齢16歳以上の扶養親族が
対象です
16歳未満は⑦へ記入します

海外に住んでいる日本の非居住者の
場合は■に“○”を付し、親族関係
書類の添付等をしてください（既提
出分を除く）
例：子が海外留学（3年間）

→・子のパスポートの写し
・戸籍の附票の写し 等

ご自身の個人番号を、■に記入します
番号の確認が行える書類の写しを添付等してください
（既提出者を除く） 例：通知カードの写し

源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族
の個人番号を■に記入してください
番号の確認はご自身で行ってください

③昭和28年1月1日以前生まれの
控除対象扶養親族について、
ご自身又は配偶者の直系尊属で、
同居を常況としている場合

→ 同居老親等
それ以外 → その他

に、✔をつけてください

④平成12年1月2日～平成16年1月1日
生まれの控除対象扶養親族は、
特定扶養親族 に、✔をつけてくださ
い

続柄の記入を
お忘れなく

⑥障害者は、ご自身以外に、次の人も含みます
・扶養親族…②と⑦です ⑦を忘れないようにしましょう
・対象となる配偶者…“同一生計配偶者”です

→①の源泉控除対象配偶者とは範囲が異なります
・該当欄に✔、扶養親族は人数を記入します
・［左記の内容］には、氏名・障害の状況、交付を受けている
手帳の種類、交付年月日・ 障害の程度を記入してください
例：一郎（H9.4.8交付 障害者手帳2級）

勤労学生に該当する場合には、該当欄に✔を付します

【同一生計配偶者】

所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び

白色事業専従者を除く)で、本年中の所得の見積額が48万円以下の人

【控除対象配偶者】

同一生計配偶者のうち、本年中の所得の見積額が1,000万円以下である所得者の配

偶者

【源泉控除対象配偶者】

所得者（本年中の所得の見積額が900万円以下の人に限る）と生計を一にする配偶

者（青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きま

す）で、本年中の所得の見積額が95万円以下の人

【扶養親族】

所得者と生計を一にする親族（配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受け

る人及び白色事業専従者を除く）、児童福祉法の規定による里子又は老人福祉法の

規定による養護老人で、本年中の所得の見積額が48万円以下の人

【控除対象扶養親族】

扶養親族のうち、年齢16歳以上の人

【特定扶養親族】

控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人

【老人扶養親族】

扶養親族のうち、年齢70歳以上の人

【同居老親等】

老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で、所得者又はその配偶

者のいずれかとの同居を常況としている人

【障害者（特別障害者）】

所得者本人又はその同一生計配偶者や扶養親族で、次のいずれかに該当する人

イ精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

…すべて特別障害者

ロ精神保健指定医などから知的障害者と判定された人

…重度の知的障害者は、特別障害者

ハ精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

…障害等級１級の人は、特別障害者

ニ身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人

…障害の程度が１級又は２級の人は、特別障害者

ホ戦傷病者手帳の交付を受けている人

…障害の程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第三項症までの人は、

特別障害者

ヘ原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の

認定を受けている人…すべて特別障害者

ト常に就床を要し、複雑な介護を要する人…すべて特別障害者

チ精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で、町村長や福祉事務所長から

イ、ロ又はニに準ずる障害があると認定されている人

…イ、ロ又はニの特別障害者と同程度の障害がある人は、特別障害者

【同居特別障害者】

同一生計配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所得者、その配

偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としてい

る人

海外に住んでいる日本の非居住者の場合は■に“○”を付し、該当
者に係る障害者控除の適用を受ける場合には、親族関係書類の添付
等をしてください（既提出分を除く）
住所所在地の市区町村に書類を提出する場合もあります

16歳未満の扶養親族の個人番号を■に記
入してください
番号の確認はご自身で行ってください

①ご自身の合計所得金額（見積額）が900万円以下
（給与のみの場合、収入1,095万円以下（所得金額調整控除あり
の場合は1,110万円以下））の場合、
“源泉控除対象配偶者”についてここに記入します

⑤所得の見積額は収入金額ではなく、差引の所得額です
例：
次の所得のみであれば所得は48万円以下
・給与 →103万円以下
・公的年金 →158万円以下
（年齢65歳未満の場合は108万円以下）
次の所得のみであれば所得は95万円以下
・給与 →収入150万円以下
・公的年金→〃205万円以下
（年齢65歳未満の場合は 収入1,633,334円以下）

所得の見積額が500万円以下で、
事実上の婚姻関係がなく、
生計を一にする子がいるひとり親の方は、
こちらに✔をつけてください

【ひとり親】

所得者本人が次の全て該当し、本年中の所得の見積額が500万円以下※、

かつ、その所得者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人

イ 現に婚姻をしていない又は配偶者の生死が明らかでない

ロ その所得者と生計を一にする子（他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされて

いる者を除き、本年中の総所得金額等の見積額が48万円以下の子に限る）を有する
(※)給与収入のみの場合、年収見積額6,777,778円以下

【寡婦】

ひとり親に該当しない次に該当する人のうち、本年中の所得の見積額が500万円以下※、

かつ、その所得者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人

イ 夫と離婚後、婚姻しておらず、左記の「扶養親族」を有する

ロ 夫と死別後に婚姻していない、又は夫の生死が明らかでない
(※)給与収入のみの場合、年収見積額6,777,778円以下

【勤労学生】

所得者が、次のすべてに該当する人

イ 大学、高等学校などの学生や生徒、一定の要件を備えた専修学校、各種学校の

生徒又は職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生である

(注)専修学校、各種学校の生徒や職業訓練法人の訓練生は、大臣の証明書の写し

と学校長又は職業訓練法人の代表者の証明書を添付します。

ロ 自分の勤労に基づいて得た給与所得等（事業所得、給与所得、退職所得又は

雑所得）がある

ハ 本年中の所得の見積額が75万円以下であって、そのうち給与所得等以外の所得が

10万円以下



✔

✔

✔

✔

✔

記入例


